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２０１１年度および２０１２年度の税制改正の概要	  
	  

税制改正の経緯	  

税制改正のための立法は、毎年３月下旬（年度の末）に行われている。２０１１年も

同じ時期に改正が予定されていた。内容的には、納税者権利憲章の策定などが含まれて

いた（『ベーシック税法（第６版）』（以下「本書」という）３４５頁以下参照）。しかし、

東日本大震災（以下「震災」という）とその後の政治経済の状況変化のために、改正は

変則的なものとなった。すなわち、２０１１年度の税制改正法律案（「所得税法等の一

部を改正する法律案」）は、通例通り、同年１月２５日に国会に提出されたが、３月１

１日に震災が起こったことから、改正の審議が実質的に停止した。	  

そのため、３月３１日に、同日で効力が失われる租税特別措置法のいくつかの規定に

ついて、その効力を６月３０日まで延長するための法律である「国民生活等の混乱を回

避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」（以下「つなぎ法」という）が

成立した。	  

４月２７日に、税制上の緊急対応として、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律」（以下「震災特例法」という）が成立した。この法律は、

所得税関係で、震災により住宅、家財に生じた雑損失の繰越控除の期間を５年間とする

こと、被災事業用資産の損失による純損失その他一定の純損失の繰越控除の期間を５年

間とすること、震災関連寄附金の寄附金控除（所得控除）限度額の拡大および一定の震

災関連寄附金を税額控除する制度の創設など、法人税関係で、震災の損失により生じた

欠損金額（各事業年度の所得の金額の負値）を、過去２事業年度の法人税額に一定の方

法で対応させ、その対応する部分の法人税額を還付する措置（繰戻控除）の導入、震災

により滅失または損壊した一定の資産について、代替資産を再取得した場合の特別償却

および買換をした場合の圧縮記帳などを規定した。	  

６月１０日には、当初の税制改正法案が、実質的に２分割して国会に提出された。ひ

とつは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得

税法等の一部を改正する法律案」、もうひとつは、「経済社会の構造の変化に対応した

税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」である。	  

６月２２日に、前者が成立した（以下「税制整備法」という）。この法律は、つなぎ

法で期限切れとなる租税特別措置法の規定の期限延長のほか、認定特定非営利活動法人

等に寄附をした場合の所得税額の税額控除の創設（本書３４７頁）、年金所得者の申告

手続等を簡素化する措置の創設、金融証券税制の改正の延期（本書３４７頁）、故意の

申告書不提出によるほ脱犯の創設（本書３５２頁）などを規定した。	  

１１月３０日に、後者が成立した（以下「税制構築法」という）。ただし、それまで

に大幅な修正を受けている。まず、１０月２８日に、政府提案として、国税通則法の名

称変更（「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関す
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る法律」に改める）や、納税者権利憲章の策定などの改正規定が削除された。さらに、

１１月２４日には、民主党、自民党、公明党の共同提案による修正が行われ、所得税法

の改正など改正法案の大部分が削除された。残された改正は、法人税関係において、税

率の引下げ（本書３４８頁）、減価償却の見直し（本書３４６頁）などがあり、国税通

則法関係（納税環境整備）において、税務調査手続（本書３５０頁）、更正の請求期間

の延長（本書３４９頁）、理由附記（本書３５１頁）がある。	  

１１月３０日（税制構築法の成立日）には、「東日本大震災からの復興のための施策

を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（以下「復興財源確保法」と

いう）も成立した。復興財源確保法の法案は、政府が、税制構築法案の修正提案と同時

に国会に提出しており、両者はセットで扱われている。復興財源確保法は、震災復興の

財源確保のため、歳出削減を行うとともに、後述する復興特別所得税と復興特別法人税

による時限的な増税を行う法律である。	  

１２月７日には、「東日本大震災の被災者に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律の一部を改正する法律」が成立した。４月２７日に成立していた震災特例法を拡充す

る改正である。所得税関係では、震災により自己の住宅に居住できなくなった者が、一

定の住宅の再取得をして居住した場合の住宅ローンの控除、雑損控除の災害関連支出の

支出期間を３年とする措置（通常は１年）のほか、復興特別区域（東日本大震災復興特別

区域法の各規定が定める区域）に係る税制上の特別措置として、所得税額の特別控除、

事業用設備や開発研究用資産、被災者向け優良賃貸住宅の特別償却などが設けられた。

また、復興のための一定の土地区画整理事業や第二種市街地再開発事業などのために買

い取られる土地等について、特別控除が設けられた。法人税関係では、復興特別区域に

おける新規立地の促進、被災者を雇用した場合の特別税額控除などが設けられた。なお、

災害による繰越欠損金額の範囲の改正も行われたが、本書は欠損金額の繰越控除を扱わ

ないため、以下でも説明を省く（２０１２年度改正でも、欠損金額の繰越控除を制限する

重要な改正があった）。	  

２０１２年３月３０日、２０１２年度税制改正が成立した（「租税特別措置法等の一

部を改正する法律」）。しかし、２０１１年度税制改正の当初案に盛り込まれた内容（本

書３４５頁以下）で、２０１２年改正には反映されなかった事項もある。	  

同日（３月３０日）、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための消費税法等の一部を改正する等の法律案	  」が国会に提出された。社会保障の

安定財源の確保および財政の健全化を目的として、消費税の税率の段階的引上げ、所得

税の最高税率の引上げなどが規定されている。５月１日時点で未成立である。	  

この補遺は、以上の税制改正のうち、重要な項目で成立したものを取り上げる。なお、

司法試験委員会は、２０１１年１１月９日に、「司法試験（租税法）の出題に係る法令

について」を改正した。以下では、必要と思われる項目について、施行日を付記する。	  
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所得税関係の改正	  

復興特別所得税の創設	  

復興財源確保法に基づき、２０１３年から２０３７年までの各年分の所得税について、

その年分の基準所得税額を課税標準として、２．１％の復興特別所得税が課されること

となった（同法１３条）。２５年間の時限措置による付加税である。基準所得税額とは、

所得税法および所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の税額を

いい（同法１０条）、利子や配当に対する源泉徴収所得税を含む。復興特別所得税は、

２０１３年から施行される。	  

	  

給与所得控除の上限設定	  

２０１２年度税制改正により、給与所得控除の金額に上限が設けられた。２４５万円

である（所法２８条３項６号）。給与等の収入金額が１５００万円を超えると、給与所

得控除の金額は増加しないことになる。改正前は収入金額の５％が控除され、上限はな

かった。この改正は、２０１１年度改正の当初案に含まれていたが（本書３４５頁）、

２分割により税制構築法案に移され、政府修正において削除されていたものである。	  

	  

	  
改正前の給与所得控除（出所：財務省ウェブサイト）	  

	  

「平成２２年度税制改正大綱」は、給与所得控除には上限がないため、高額所得者に

有利な制度となっていることから、上限を設ける必要があると述べていた。この理由付
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けからは、上限設定は、この年の大綱が強調した所得再分配機能の回復の一環とも見る

ことができる。	  

「平成２３	  年度税制改正大綱」は、給与所得控除が、①「勤務費用の概算控除」と

②「他の所得との負担調整のための特別控除」の２つの性格を有していると述べた。こ

の２つに関して、この年の大綱の記述や改正法から読み取られるのは、①と②の金額が、

給与所得控除の金額のそれぞれ２分の１を構成していること、そして、①の内容が特定

支出の範囲と重なることである。なぜこのような理解が引き出されるのかは、次の特定

支出控除の節で説明する。ここでは、①と②が、従来の通説的な説明である４つの要素

（概算的な費用控除、および、担税力、捕捉率格差、納税時期への考慮）や大嶋訴訟最高

裁判決の説明（全体が概算的費用控除）とどのような関係にあるのかについて、さらに

議論が必要であることを指摘する（本書１４１頁）。	  

給与所得控除の性質を明らかにするためには、給与に対する課税のあり方について、

次の２つの方向からの検討が必要であろう。すなわち、給与に対して、事業所得などと

同様に純所得をベースとする課税をしようとするのか（この場合、給与所得控除は、実

質的な意味での、つまり、人が生命体であることを考慮した、純所得の近似値を算出する

ための数値となる）、それとも、収入金額をベースとし、他の所得種類とは異なる課税

最低限および実効税率によって課税をしようとするのか（この場合、給与所得控除は、

給与への課税における課税最低限を引き上げ、税率の累進度を調整するための数値となる）

という２つの方向である。	  

この改正は、２０１３年分以後の所得税について適用される。	  

	  

特定支出控除の改正	  

２０１２年度税制改正により、特定支出の範囲が拡大され、特定支出控除の扱いと計

算が改められた（所法５７条の２）。この改正も、２０１１年改正の当初案に含まれて

いたが（本書３４５頁）、２分割後は税制構築法案に移され、政府修正において削除さ

れていたものである。ただし、後述するように、当初案の一部の内容は、復活しなかっ

た。	  

改正前の特定支出控除の規定は、ほとんど死文化していた。財務省は、特定支出控除

制度の利用者が、給与所得者総数約４５００万人のうち、２００３年分１０人、２００

４年分９人、２００５年分１３人、２００６年分９人、２００７年分７人であったこと

を、衆議院予算委員会に報告している。	  

範囲の拡大は、次の２つである。第１は、資格取得のための支出である。すなわち、

改正前の規定が資格取得費（弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規

定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるもの）

を特定支出から除外していたことが改められた。改正後は、人の資格を取得するための
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支出で、被用者の職務遂行のために直接必要であることが給与の支払者により証明され

ている1など一定の要件を満たすものは、特定支出に含まれる（同条２項４号）。	  

第２は、職務と関連のある図書、および、制服など職場で着用することが必要とされ

る衣服を購入するための支出、職務上関連のある者に対する接待、贈答などのための支

出（交際費、接待費など）である。ただし、この第２の範囲については、６５万円まで

に限られ、給与の支払者による証明も必要とされる（同条２項６号）。６５万円までに

制限されているのは、高額なものを購入できる高額所得者が過度に利益を受けないため

と説明されている。なお、交際費については、法人税では損金算入制限が課されている

が（本書２２１頁）、個人所得税ではそのような制限はない。しかし、支出の全部また

は一部が個人消費の性質を帯びる可能性のある部分（たとえば、接待をした本人が行っ

た飲食や遊興）をどのように扱うかは問題として残る（家事費・家事関連費に関する所法

４５条１項１号の適用がないか、また、仮に事業所得の金額を計算する上では必要経費で

あるとしても、接待をした本人が遊興等により受ける経済的利益が、再度、所法３６条１

項に包摂され、収入金額となるのではないか）。	  

また、２０１１年度の改正大綱には含まれていた「職業上の団体の経費」（２０１１

年度の改正案では「学術団体等」の会費）は、この範囲には含まれないこととなった。

この点に関して、労働組合の組合費などが問題となる。大嶋訴訟の大阪高裁判決（大阪

高判１９７９年１１月７日行集３０巻１１号１８２７頁）が述べた「職業費」の考え方も、

参照されてよいであろう。この判決は、給与所得者が支出する自己研修費用や社内交際

費、従属労働者の地位向上のための費用（労働組合費）などを職業費と呼び、このよう

な支出は特定の労働授受とは関係がないことから、一種の生活費（家事費）であるとし

つつ、「税法上で給与所得金額の算定方法を規定する場合には、他の所得税納税者との

負担の公平を図る方法として、すくなくとも右職業費中の適正部分を下廻らない金額を、

給与収入から控除し、いわゆる適正職業費の非課税を図ることが必要である。」と述べ

ている。	  

特定支出控除の扱いと計算方法について、改正前は、特定支出控除の合計額が給与所

得控除の金額を超えるとき、その超える部分の金額を、給与所得控除後の金額から控除

することができると規定されていた。このことは、特定支出控除の合計額が給与所得控

除の金額を超えるとき、給与所得控除に代えて、特定支出の合計額の控除を選択できる

ことを意味していた。これに対して、改正後は、次の通りとされた（同条１項）。	  

A) 給与所得の収入金額が１５００万円以下である場合	  

特定支出の合計額が、収入金額に対応する給与所得控除の金額の２分の１を超

えるときは、その超える部分の金額を、給与所得控除後の金額から控除する。	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  給与等の支払者による証明については、周知されていない場合もあり、この制度の妨げとなっている

可能性がある。この証明についての支払者の義務、責任などの法的性質についても、議論が必要であろう。

また、必要性の有無を使用者に判断させる理由について、議論が必要であろう。	  
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B) 給与所得の収入金額が１５００万円を超える場合	  

特定支出の合計額が、１２５万円を超えるときは、その超える部分の金額を、

給与所得控除後の金額から控除する。	  

したがって、改正後は、給与所得控除に加えて、上記Ａ）またはＢ）の金額を控除す

ることになる。法は、「・・・給与所得の金額は・・・を控除した金額とする。」と規

定しており、特定支出控除を納税者の選択による制度とはしていない2。	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  ただし、適用を受ける旨および金額の記載、ならびに、明細書および項目によっては証明書の添付が

必要とされる（所法５７条３項）。したがって、これらの記載等をしないことにより、適用を受けられる

場合でも、適用を受けないことはできる（ただし、適用を受けなければ、必ず納税者に不利になる）。こ

の限りでは、納税者の選択は可能である。	  

しかし、寄附金控除や必要経費控除についても、申告書に記載しなければ、申告のときには認められな

いであろう。また、更正の請求において主張することができるのも、特定支出控除と同様である。しかし、

これらは、納税者の選択による控除とはいわない。納税者の選択とは、納税者による意思表示であり、法

がある規定の適用に当たって選択を求めるのは、その規定の適用が納税者の有利にも不利にも働きうる場

合に、その判断を納税者に行わせるためと考えられる。必要経費控除のように必ず納税者の有利に働く規

定については、基本的に判断の余地はないのであるから（別の年度に控除をしようとしてその年度にはそ

の控除を申告しないような場合は考えられるが、そのような「選択」は認められない）、納税者の意思を

表示させる必要はない。そうすると、特定支出控除についても、控除は必ず納税者の有利に働くので、同

様に考えるべきことになる（証憑を収集するなどの事務的負担はあるが、それは必要経費控除でも同じで

ある）。つまり、特定支出控除は、その適用について納税者の判断を要するものではないから、選択によ

る控除ではない。	  

そこで、さらに問題となるのは、課税処分を受けたときや、それを争訟で争うときに、初めて特定支出

控除を求めることができるかどうかである。まず、更正処分を受けた場合、たとえば、ある所得を事業所

得として申告したが、給与所得とする更正処分を受けたので、必要経費としていた金額のうち特定支出控

除の要件（所法５７条２項）を満たすものについては特定支出控除を求める、という場合には、通則法２

３条１項に規定する更正の請求をして手続要件（所法５７条３，４項）を満たすことにより、特定支出控

除を求めることができると考えるべきである。そうでないと、誤った所得種類による申告をしたときに特

定支出控除の可能性が奪われてしまう（給与所得として申告をし、事業所得とする更正処分を受けた場合

には、必要経費控除ができることとの平仄も取るべきである）。この更正の請求は、その処分が争訟で争

われているときにも可能と考えられる。	  

問題は、決定処分を受けた場合である。この場合には、通則法２３条１項の更正の請求をすることはで

きない。ただし、決定処分よりも税額を増加させるべき事情があれば、修正申告ができるので（通法１９

条２項）、修正申告において特定支出控除を求めることは可能である。そうでない場合、特定支出控除の

可能性は、通則法２３条２項による特別の更正の請求ができる場合だけに限られることになる。今回の改

正により、特定支出控除は、給与所得の収入金額を得るための費用としての性質を明確化したことから、

特定支出の要件（所法５７条２項）を満たす支出の存在が認定できるが、決定処分を受けたため、その記

載をした申告書または更正請求書が提出できない、という場合については、何らかの方策が必要であると

思われる。	  
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特定支出控除の改正（出所：税制調査会ホームページ）	  

	  

このような特定支出控除制度のあり方から、振り返って、給与所得控除の性質を検討

すると、先に指摘した２点を導くことができる。まず、給与所得控除の金額の２分の１

を超える特定支出の金額が控除されることから、給与所得控除に関して「勤務費用の概

算控除」とされたもの（①としたもの）は、その２分の１であることになる。次に、そ

の「勤務費用」の中味は、特定支出控除の範囲そのものとなる。たとえば、給与所得を

得る研究者が研究に必要な図書のために１００万円を支出したとしても、勤務費用とさ

れるのは６５万円となる。	  

給与所得の収入金額が１５００万円を超える場合、前述のように、給与所得控除は２

４５万円となる。しかし、特定支出控除の金額には限度額がない。たとえば、資格取得

のための支出が４００万円生じたとすると、給与所得控除の金額２４５万円に加えて、

４００万円から１２５万円を控除した２７５万円（合計５２０万円）を、給与所得の収

入金額から控除する。	  

資格取得のための支出に関する規定は、慎重に読むと、理解が困難である。「その（＝

資格を取得するための）支出がその者の職務の遂行に直接必要な」という状況が、どの

ような場合を指すのかが、明らかではないからである。たとえば、弁護士の資格を取得

するための支出を考えると、弁護士の職務を行うためには、弁護士の資格が直接必要で

あることは明らかである。そうすると、弁護士の職務ではない職務を遂行する者が、こ

の規定の対象となる。しかし、弁護士の職務ではない職務を遂行するために、弁護士の

資格を取得するための支出が直接必要である場合とは、どのような場合を指すのか、そ

のような場合があり得るのかは、はっきりしない。既に見たように、改正前は、弁護士

のような「法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができ

ることとされるもの」は、明文で除外されていた。しかし、そこには例示されていなか

った資格、たとえば、運転免許や看護師、調理師の資格についても、同じことはいえる。

一般に、ある職務を遂行するためにある資格が直接必要であるとき、その資格をまだ取

得していない者がその職務を遂行しているという状態は、（無免許運転など違法な場合

を除いて）あり得ない。	  

むしろ、素直に考えれば、弁護士の資格を取得するための支出は、弁護士としての報

酬（特定支出控除であれば雇用者たる弁護士事務所から受ける給与）から控除されるべき



ベーシック税法（第６版）補遺  著者：岡村忠生・渡辺徹也・高橋祐介	  

	   8	  

であるし、運転免許を取るための支出は、自動車の運転を含む職務の報酬（給与）から

控除すべきである。問題となるのは、支出をする時と収入を得る時が一致しないことで

ある。	  

しかし、この不一致は、減価償却資産などの資産を取得するための支出全般について

も生じる。そして、不一致は、減価償却資産であれば、費用収益対応の原則に基づき、

支出をいったん資産として計上し、後の年度に配分して控除することで、解決されてい

る。	  

資格取得のための支出についても、同様の処理をすることが考えられる。それが可能

となれば、たとえば、所得のない法科大学院生も、授業料その他勉学に必要な支出をい

ったん資産とし、法曹資格取得後に、法曹としての給与から控除することができること

になる。これは、費用収益対応の考え方に従った処理であり、事業所得などにおける所

得計算との関係で公平である。特定支出の資産化に関する規定を設けることを、検討す

べきであろう。この検討の先には、いわゆるヒューマン・キャピタルに対する課税の問

題が待ち構えている。	  

この改正は、２０１３年分以後の所得税について適用される。	  

	  

退職所得に対する２分の１課税の制限	  

２０１２年度税制改正により、退職所得の２分の１課税の対象から、役員等（法法２

条１５号に規定された法人の役員、国会議員および地方議会議員、ならびに、国家公務員

および地方公務員）としての勤続年数が５年以下である者が、役員等としての勤続年数

に対応する退職手当等の支払いを受ける場合が除かれた（所法３０条２・４項）。この

改正も、２０１１年改正の当初案に含まれていたが（本書３４６頁）、２分割後は税制

構築法案に移され、政府修正において削除されていたものである。改正理由については、

本書３４６頁に述べた。たとえば、勤続５年の役員が３０００万円の退職金を支給され

た場合、改正前の所得税額は 3,084,000 円であったのに対して、改正後は 8,404,000 円

になる。	  

この改正は、２０１３年分以後の所得税について適用される。	  

	  

贈与により取得した資産に係る利子所得等	  

税制整備法により、所法６０条１項各号に掲げる事由により利子所得、配当所得、一

時所得または雑所得の基因となる資産を取得した場合には、「その者が引き続き当該資

産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。」という規定が設けら

れた（所法６７条の４）。この規定の意味や射程について、今後の検討課題とすべき部

分もあるが、ここでは、次の点を指摘する。	  
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生命保険年金に関する最高裁判決（最判２０１０年７月６日民集６４巻５号１２７７頁）

は3、年金として支払われる死亡保険金を相続人が受け取った場合、相続時点において

相続税法に従って評価された年金の現在価値が、相続税の課税の対象となることから（た

だし、具体的な事件では相続税の課税はなかった）、これと「同一の経済的価値」である

ものに対して所得税を課すことは、相続、遺贈または贈与により取得するもの（生命保

険年金などのみなし相続財産を含む）に対して所得税を課さないとする所法９条１項１

６号に照らして、認められないと判示した。この判決の考え方からは、生命保険年金以

外の資産が相続や贈与により移転した場合についても、その資産が将来もたらす収益が、

相続税法の規定により評価されて相続税または贈与税の課税の対象とされているならば、

その収益に対する所得税の課税を、資産の移転を受けた者に行うことはできないことと

なる。たとえば、土地を相続により取得した場合、土地から得られる将来収益の現在価

値が相続税の対象とされているのであれば、相続人がその収益を得た時点で、その収益

に所得税を課すことはできない。そして、もし、相続税法に従って評価される土地の時

価が、土地から得られる将来収益の現在価値なのであれば、地代などに所得税を課する

ことは、およそできないことになる。にもかかわらず、一般論として、資産の価値とは

その資産から得られる将来収益の現在価値である、という考え方を否定することは無理

であろう。	  

このように考えると、資産性所得に対する所得税の課税を確保するために、また、自

ら資産を取得した者と相続や贈与により取得した者との公平のために、所法９条１項１

６号の適用範囲は、限定的に解するべきであると思われる。たとえば、被相続人が所法

５９条１項によるみなし譲渡課税を受けた場合、相続人が相続財産の相続時点での時価

を相続税の対象とされ、かつ、その相続財産からの将来収益を所得税の課税の対象とす

ることが、所法９条１項１６号に抵触しないのは明らかである。	  

また、より明確に「同一の経済的価値」といえるものが相続税と所得税の両方の対象

となることは、少なくとも所法６０条１項が適用されるときは許容されており、そのと

きは、所法９条１項１６号は適用されない。すなわち、所法６０条１項各号に規定する

相続や贈与などにより資産の移転を受けた者は、移転時に資産の時価を相続税または贈

与税の対象とされ、かつ、その資産を再譲渡した時、前主の下で発生していた値上がり

益を所得税の対象とされる。後者が、所法９条１項１６号により非課税となることはな

い。	  

前掲の最高裁判決までは、所法６０条１項の対象ではない場合についても、同じよう

な処理が行われてきた。すなわち、この判決の事件では、被相続人が支払った生命保険

年金の保険料と相続人が受け取った保険年金との差額を、所得として相続人に対して課

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  「「最高裁判決研究会」報告書~「生保年金」最高裁判決の射程及び関連する論点について~」参照。

http://www.cao.go.jp/zei-‐cho/gijiroku/zeicho/2010/22zen8kai.html	  
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税していた。類似するケースとして、定期預金を相続した相続人に対して、相続が生ず

るまでに発生していた利子にも所得課税を行っていることがあげられる。	  

	  

	  
所法６０条１項と６７条の４（出所：財務省「平成２３年度税制改正の解説」２００頁）	  

	  

財務省は、「平成２３年度税制改正の解説」4において、所法６７条の４が「相続等

により定期預金、株式等その他の金融資産を取得した場合において、その相続等に係る

被相続人等に生じている未実現の利子、	  配当その他の所得は、実現段階で相続人等に

課税される旨」の規定であると述べている。この規定の適用範囲（および、最高裁２０

１０年７月６日判決の射程）について、検討が必要である。	  

この規定は、２０１１年６月３０日に施行された。	  

	  

その他	  

税制整備法により、認定特定非営利活動法人等や公益社団法人等に寄附をした場合の

所得税額の税額控除が創設された（租法４１条の１８の２、４１条の１８の３）（本書３

４７頁参照）。その年中に支出した対象となる寄附金の額が２０００円を超えるときは、

その超える金額の４０％を所得税額から控除することができる。ただし、税額控除でき

る金額は、所得税額の２５％が限度となる。これは、指定寄附金の控除限度額を総所得

金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額の４０％としていること（所法７８条

１項１号）を考慮したものと考えられる。	  

この規定は、２０１１年６月３０日から施行されている。	  

また、税制整備法は、金融証券税制の改正を延期した（税制整備法２１条）（本書３

４７頁）。	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2011/explanation/index.html	  
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法人税関係の改正	  

法人税率の引下げと復興特別法人税の創設	  

税制構築法により、普通法人に対する法人税率が３０％から４．５％引き下げられ、

２５．５％となった（法法６６条１項）。地方税を含むいわゆる実効税率（損金算入さ

れる地方税を損金算入して計算）では、おおむね５％（東京都の場合、外形標準課税の適

用のある法人で４０．６９％から３５．６４％）の引き下げとなる。	  

復興財源確保法により、２０１２年４月１日から２０１５年３月３１日までに開始す

る各事業年度について、各事業年度の基準法人税額を課税標準として、１０％の復興特

別法人税が課されることとなった（同法４８条）。３年間の時限措置による付加税であ

る。基準法人税額とは、法人税法および法人税の税額の計算に関する法令の規定により

計算した法人税の税額をいう（同法４７条）。復興特別法人税は、２０１３年から施行

される。復興特別法人税を加味すると、普通法人に対する法人税率は２８．０５％（２

５．５％＋２５．５％×１０％）、実効税率は、上記の場合でおおむね３８．０１％と

なる。	  

中小法人の軽減税率も、２２％（措法４２条の３の２により１８％に軽減）から１９％

（同条により１５％に軽減）に引き下げられたが、復興特別法人税を加味すると、２０．

９％（同条により１６．５％）となる。	  

以上の改正は、２０１２年４月１日以後に開始する事業年度に適用される。	  

	  

関連者等に対する過大支払利子の損金不算入	  

２０１２年度改正により、関連者に対する過大支払利子の損金不算入の制度（過大支

払利子税制）が導入された（措法６６条の５の２、６６条の５の３、６８条の８９の２）。

制度の概略は、法人が関連者に支払った利子などが、相手方において日本の所得課税の

対象とされない場合、その支払利子のうち支払法人の所得を基準として算定された過大

部分について、損金算入を認めないものである。	  

規定の基本的な作用を措法６６条の５の２について見ておくと、関連者純支払利子等

の額が、調整所得金額の５０％をこえるときは、その超える部分の金額は損金に算入さ

れない（措法６６条の５の２第１項）。関連者純支払利子等の額とは、関連者に支払っ

た利子等の合計額から、これに対応する受取利子等の額（控除対象受取利子等合計額、

同条３項）を控除した金額である（同条２項）。支払利子等には、利子、利子に準ずる

もの（リース取引に係る利息相当額など）、および、関連者保証による借入に伴う保証

料などが含まれる（措令３９条の１３の２第２、３項）。ただし、関連者に支払った利

子のうち、その支払を受ける関連者において日本の所得税または法人税の課税標準とな

るべき所得に含まれるものは、支払利子等から除かれる（措法同項、措令同条４項）。

この点で、この規定は国際課税において用いられることが多いと思われるが、内国法人

の国内取引にも適用されうる。関連者とは、その法人との間に直接または関節の持分割
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合が５０％以上ある者、役員の兼務、事業活動の依存、または、資金の借入による実質

支配・被支配の関係にある者、これらの者に債務保証を受けた第三者などをいう（措法

同項、措令同条８~１４項）。調整所得金額とは、おおまかには、各事業年度の所得の

金額に関連者純支払利子等の金額および減価償却費等を加算し、貸倒損失等の特別の損

益を加減算した金額である（措法同条１項、措令同条１項）。なお、損金不算入額は、

一定の範囲で繰り越すことができる（措法６６条の５の３）。	  

過大支払利子税制と過少資本税制（措法６６条の５）とを比較すると、前者は所得と

支払利子を比較しているのに対して、後者は資本と負債を比較している点に差異がある。

しかし、どちらもが支払利子の損金算入を制限する点は共通している。両者ともが適用

されうる場合もあるので、その場合は、それぞれを適用して算定される損金不算入額の

うちいずれか大きい方の金額が、損金不算入額となる（措法同条８項、措令同条１８~

２２項）。	  

過大支払利子税制の創設の理由として、「平成２４年度税制改正大綱」は、租税回避

の防止を述べている。これも、過少資本税制のときと同様である。根本的には、なぜ支

払利子が費用としての性質を持つのか、費用としての性質を失うのはどのような場合か、

それとも、利子としての性質を失う（隠れた配当になる）ことを問題としているのか、

といった点を明らかにし、日本の課税権確保をどこに位置づけるかを検討してゆくべき

であろう。	  

過大支払利子税制は、２０１３年４月１日以後に開始する事業年度に適用される。	  

	  
貸倒引当金の縮減	  

税制構築法により、貸倒引当金（個別評価金銭債権に係る引当金と一括評価金銭債権に

係る引当金）を設定できる法人が、中小法人（資本金１億円以下）と、銀行、保険会社

などの法人に限定された。それ以外の法人は、貸倒引当金を設定することができない。

つまり、貸倒引当金は、原則として廃止されたといってよいであろう（ただし、経過規

定が設けられている）。原則は、税率引下げのための課税ベースの拡大と考えられる（本

書３４８頁）。	  

この改正に対して問われるのは、金銭債権の不良化、無価値化に法人税がどう対応す

るかである。企業会計では貸倒見積高に基づく貸倒引当金を、金銭債権の帳簿価額から

控除することとされている（金融商品に関する会計基準第１４項）。これは、公正妥当

な会計処理の基準のひとつと考えられる。法人税の所得計算は、別段の定めがない限り、

これに従わねばならない（法法２２条４項）。したがって、この処理を法人税において

行うとすれば、不良化した金銭債権について、その帳簿価額を切り下げて評価損を計上

することになる。しかし、別段の定めである法法３３条１項が評価損計上を禁止してお

り、禁止を解除する同条２項は金銭債権を別扱いしていないにもかかわらず（かつては

金銭債権を２項の対象から除外していたが、２００９年改正でその文言が削除された）、
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同項を受けた法令６８条１項各号に金銭債権が列挙されていないため、結局、評価損の

計上ができない状態となっている。	  

この点について、財務省「平成２１年度税制改正の解説」は、「金銭債権に関する含

み損については、企業会計における処理と同様に貸倒引当金（法法５２条）の定めに従

って損金算入されることとなるためです。」（２０７頁）と説明していた。しかし、改

正によって貸倒引当金は原則として設定できなくなったので、この説明は通用しなくな

った。法令６８条１項に金銭債権を列挙しなかったことが、法律の授権に従っているか

どうか、問われるように思われる。また、実質論として、金銭債権の不良化を、法人税

がいわば無視してしまうことは妥当かどうか、検討を深めるべきであろう。	  

この改正は、２０１２年４月１日以後に開始する事業年度に適用される。	  

	  

寄附金の損金算入限度額の縮減	  

税制整備法の成立に伴う法人税法施行令の改正により、一般寄附金の損金算入限度額

が、資本金等の額の１０００分の２．５相当額と所得の金額の１００分の２．５相当額

との合計額の４分の１（改正前２分の１）に、資本等を有しない法人の場合には所得の

金額の１００分の１．２５（改正前１００分の２．５）相当額に、それぞれ引き下げら

れた（法令７３条１項１・２号）。また、特定公益増進法人等に対する寄附金の別枠の

損金算入限度額が、一般の寄附金の損金算入限度額を縮減した分だけ増額された（法令

７７条の２第１項）。	  

この改正は、２０１１年度税制改正案に含まれていた（本書３４９頁）。その検討を

行った税制調査会では、一方で、税率引下げに伴う財源確保を背景に、一般寄附金の損

金性が問われ、全額損金不算入とすることが議論された。しかし、他方では、公的な寄

附に対する税制の支援が重視され、個人の行う寄附の税額控除が審議された。法人税の

寄附金規定の改正は、こうした傾向を反映したものである。	  

この改正は、２０１２年４月１日以後に開始する事業年度に適用される。	  

	  

２００％定率法による減価償却控除の縮減	  

税制構築法の成立に伴う法人税法施行令の改正により、減価償却の方法である定率法

の償却率が、定額法の償却率（１／耐用年数）を２倍した数となった（法令４８条の２

第１項２号ロ(2)）。改正前は２．５倍であった。所得税法でも、同様の改正が行われて

いる（所令１２０条の２第１項２号ロ(2)）。	  

この改正は、２０１２年４月１日以後に取得をする減価償却資産に適用されるが、や

や複雑な経過措置が設けられている。	  
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２５０％定率法と２００％定率法	  

（出所：国税庁「平成２３年１２月改正 法人の減価償却制度の改正に関するＱ＆Ａ」）	  

	  

その他	  

税制整備法により、欠損金額の繰越控除が縮減された。欠損金額の繰越控除は、本書

の範囲外であるため、説明を省く。「平成２３年度税制改正大綱」は、税率引下げのた

めの課税ベースの拡大としている。	  

	  

本書の追加・訂正	  

３２頁１２－１３行を次の通りに改める。	  

高判平成２０年１０月２１日判時２０３５号２０頁、東京地判平成２０年２月

１４日訟月５６巻２号１９７頁、東京高判平成２０年９月３０日訟月５６巻２

号１７６頁、最判平成２３年９月３０日裁判集民２３７号５１９頁は合憲とし

た）。	  

	  

４８頁最下行に、以下を加える。	  

なお、米国デラウェア州法に基づく LLP(Limited	  Liability	  Partnership)について、

東京地判平成 23 年 7 月 19 日未搭載および名古屋地判平成２３年１２月１４日

は、組合として扱い、平成 22 年 12 月 17 日判時	  2126 号 28 頁は法人とした。	  

	  

１５８頁４行「衣装」を「美術工芸品」に改める。	  

衣装については、３０万円は無関係である。	  

ここまでの担当：岡村忠生	  
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租税手続法関係の改正	  

当初の平成２３年度税制改正大綱では、納税者の手続的権利保障の観点から、大幅な

改正（「国税通則法」という法律名を、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及

び義務に関する法律」に変更することも含む）が見込まれていたが、成立するまでに法律

案が修正された結果、以下の諸点について改正がなされた。 

 

更正の請求及び処分の期間延長 

税制構築法により、更正の請求は原則として法定申告期限から５年間（改正前は１年

間）できるようになり（通法２３条１項。法人税の欠損金額などについては法定申告期限

から９年間できる）、これに対応する形で、課税処分も法定申告期限等から５年間（改

正前は３年間または５年間）できるようになった（同７０条１項。偽りその他不正の行為

があった場合には７年間、法人税の欠損金額などについては９年間できる。同２項、４項）。

これらは原則として、税制構築法公布日（２３年１２月２日）以後に法定申告期限等が

到来する国税について適用される（所得税の場合には、平成２３年分の所得税から適用と

いうことである）。 

更正の請求と課税処分の間、そして修正申告と更正の請求の間には、手続的非対称が

存在していたが（本書２９８~３０１頁。また、本書３４９~３５０頁も参照）、これら

手続的非対称が大幅に解消された。期間を延長することにより、より正確で公平な税額

を追求する制度が指向されたことになる。期間制限により更正の請求ができない納税者

が減額更正を求めて嘆願するケース（本書２９９頁参照）もなくなると考えられる。 

後述するように、調査手続において、調査の結果、期限後申告及び修正申告の勧奨制

度が法律上明定されたが（通法７４条の１１第３項）、更正の請求期間が延長されたこ

とにより、期限後申告や修正申告をしても更正の請求が可能となる。これまでは、更正

の請求期間が原則として法定申告期限から１年と短く、他方、期限後申告や修正申告に

は期間制限がなかったため（納税義務自体が消滅時効により消滅するまでなしうる）、課

税庁は、この差を利用して、法定申告期限後１年を超えた調査で申告漏れが見つかった

場合に、課税処分（更正）ではなく、修正申告をするよう、納税者に勧奨することがあ

った（修正申告の勧奨・慫慂）。改正前には、納税者が修正申告すると、更正の請求が

期間制限によりできないから、修正申告を納税者の有利に修正する手段がなかったので

ある。税制構築法により、更正の請求期間が延長されたことによって、勧奨は税務官庁

が課税関係を早期に安定させるための便法ではなくなった。修正申告の勧奨は、修正申

告を提出して（更正処分を受ける場合と比較して）早期に納付することによる（納税者側

の）延滞税の節約を図り、また「一応の」課税関係の決着をつける、という機能を有す

るに過ぎない。 

更正の請求につき、原則的な期間が延長されたため、特別の更正の請求（通法２３条

２項など。本書３０３~３０６頁）の位置づけが問題となる。原則的な期間延長は、そ
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のような特別の更正の請求が働く余地を大幅に減らすから、それらの条項がなぜ存在す

るのかが問われることになろう。これらの特別の更正の請求の事由が、原則的な更正の

請求（通法２３条１項）の期間に生じたときには、原則的な更正の請求を行うべき、と

考えられる（通法２３条２項柱書第二かっこ書き）。特別の更正の請求の事由に該当し

ないと、そもそも原則的な更正の請求が認められないとすれば（東京地判昭和６１年７

月３日訟月３３巻４号１０２３頁）、特別の更正の請求を定める条項は、更正の請求が

できる事由を限定するもの、と理解されよう。今回の改正により、納税者の理解を促進

し、また紛争を防止するためにも、さらなる条文の整理が必要となったと考えられる。 

 

当初申告要件等の廃止 

ある措置の適用にあたり、従来はその措置の適用を受ける旨を確定申告書において記

載しなければならず、更正の請求（又は修正申告書）において、いわば事後的にその措

置の適用を求めることはできなかった（当初申告要件）。また、ある措置の適用を受け

る旨を確定申告書に記載する場合にも、その確定申告書の提出が期限内申告でなければ

ならないとされることがあった（期限内申告要件。２３年度税制改正大綱などでは、当初

申告要件と期限内申告要件は必ずしも分けて考えられていないが、後者は更正の請求（又は

修正申告書）による措置の適用が認められていない点で、前者とは異なる。納税者にと

って、期限内申告要件の方が、当初申告要件よりも厳しい）。 

 税制構築法により、一定の措置については、当初申告要件又は期限内申告要件が廃

止され、その適用を更正の請求（又は修正申告書）においてなすことでき、また期限後

申告でも措置の適用が認められることとなった。なお、期限内申告要件のみを廃止する

ことの意味、すなわち確定申告書（この意味について所法２条１項３７号、法法２条３１

号参照）に記載があれば期限後申告でも措置の適用を認める、しかし修正申告や更正の

請求による措置の適用は認めない、ということの意味は、要するに従来の当初申告要件

にいわば「格下げ」するということである。 

当初申告要件が廃止された措置の例として、給与所得者の特定支出控除（所法５７条

の２第３項。本書１４１頁）、受取配当等の益金不算入（法法２３条７項。本書１８１頁）

がある。これらの条文では、従来、「確定申告書」のみが挙げられていたが、「修正申

告書又は更正請求書」がその後に挿入された。期限内申告要件が廃止された措置として、

純損失・雑損失の繰越控除（所法７０条４項、７１条２項。本書８１頁）がある。従来、

「確定申告書をその提出期限までに提出した場合」に認められていたが、この要件が、

「確定申告書を提出」することに改められている。当初申告要件・期限内申告要件の廃

止は、税制構築法公布日（２３年１２月２日）以後に法定申告期限等が到来する国税に

ついて適用される（所得税の場合には、平成２３年分の所得税から適用ということである）。 

さらに、従来は、ある措置の金額が確定申告書に記載された金額を限度として認めら

れる場合、たとえその申告書記載金額が誤っていたとしても、更正の請求（又は修正申
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告書）において、納税者の有利に訂正することはできないと考えられていた（控除額の

制限）。もっとも、ある措置の適用自体を変更するものではない場合に、申告書記載金

額の訂正を認めた判例（最判平成２１年７月１０日民集６３巻６号１０９２頁、本書３０

５頁）があるため、税制構築法により、更正の請求（又は修正申告書）により、正しい

金額までその措置の適用を受けることができる旨が、条文上明定されることとなった。

控除額の制限が廃止された例としては、当初申告要件廃止のところで言及した、受取配

当等の益金不算入（法法２３条７項）がある。税制構築法公布日（２３年１２月２日）以

後に法定申告期限等が到来する法人税について適用される。 

従来余り注目されてこなかったが、当初申告要件は、（税務官庁の決定処分を待つの

ではなく）納税者が積極的に申告書を提出すること、期限内申告要件は、期限内に適切

な申告書を提出することを、それぞれ促進する機能を有していたと思われる。控除額の

制限も、細部まで正確な申告書作成を促進するであろう。しかし、納税者自身を含め、

申告書を作成する者が全て自然人である以上、申告書作成に誤りはいわばつきものであ

り、当初申告要件等はその誤りを訂正する機会を奪ってきた側面がある。今回の当初申

告要件等の廃止は、適切な申告書を適切な時期に提出するという申告納税制度の趣旨を

損なわない程度に、誤りの修正を認めるものと評価できよう。今後は、当初申告要件等

の廃止が申告納税制度の趣旨を損なっていないかどうか（例えば、当初申告要件などが

なくなったために申告書作成に手抜きが横行し、修正申告や更正の請求が多くなっていな

いかどうか）、さらに要件を緩和できるところはないのか（例えば、先に述べた純損失・

雑損失の繰越控除について期限内申告要件が廃止されて当初申告要件に「格下げ」された

が、当初申告要件すら不要ではないのか）が検討されるべきである。 

 

内容虚偽の更正請求書提出についての処罰規定の導入 

納税者が更正の請求をなすにあたり、その旨の記載をした更正請求書を提出しなけれ

ばならないが（通法２３条３項）、この更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出

したものは、１年以下の懲役または５０万円以下の罰金に処せられることになった（同

１２７条１号）。税制構築法公布日（２３年１２月２日）から起算して２月を経過した

日から適用される。 

更正の請求は、それを受けて税務署長が調査をしてから更正を行うこととなっている

から（通法２３条４項。本書２９８頁）、更正の請求書の内容が虚偽であっても、税額

の確定に直接影響が及ぶことがなかったこともあってか、罰則が設けられていなかった。

更正の請求の期間延長の影響でその件数が多くなることを踏まえ、慎重正確に税額の確

定をしつつも、税務官庁の人的・物的なリソースの無駄遣いを回避するため（虚偽の更

正請求書が多くあれば、それを調査するために多くの手間や費用がかかる）、処罰規定が

設けられたものと考えられる。 
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質問検査権条項の一括化 

税務職員が行う調査（本書３１５~３２０頁）について、これまで各税法に個別の根

拠規定が置かれていたが、国税通則法に国税の調査の章（新第七章の二）が新しく設け

られ、各税の調査についてまとめて規定が置かれることになった（通法７４条の２以下）。

なお、質問検査権を有するのは、法人税・消費税など一定の税目につき、所轄国税局・

税務署職員に限られることとなっている（同条４項など）。一括化された条項に基づく

質問検査は、平成２５年１月１日以降に行われる。 

なお、質問検査権の内容には、質問や物件の検査だけでなく、物件の提示・提出も含

まれている。帳簿等の保存義務に提示が含まれるか否かという解釈上の論点（青色申告

者について、本書３０７頁、３５０~３５１頁）は、帳簿等の保存義務とは別に、納税者

に対して調査時に帳簿等の提示・提出義務を課す、という形で（したがって、改正後は、

帳簿等の「保存」にはその「提示・提出」が含まれないことになる）、立法的に解決され

た。 

 

提出物件の留置き 

税務官庁の職員は、調査につき必要があるときは、提出された物件を留め置くことが

できることとされた（通法７４条の７）。この留置き規定は、平成２５年１月１日以降

に提出される物件について適用される。 

 税務官庁が帳簿などを詳しく調査したい場合に持ち帰って精査することを認める根

拠規定である。そのような精査自体は正確な税額を突き止めるためには必要であり、ま

た納税者自身の事務所などで税務官庁の職員が長々と居座って帳簿などを精査するより

は、持ち帰って精査してもらう方が、納税者にとっても煩わしさがないであろう。しか

し、例えばそのようにして留め置かれた帳簿を納税者がその事業上すぐに必要になった

ような場合、どのようにしてその帳簿の留置きを拒み、また税務官庁職員から返しても

らえるのか、といった問題が生じる。平成２３年度税制改正大綱では、「現行の調査実

務上行われている物件の預かり・返還等に関する規定を法律上明確化します」（第２章

１（３））とされていたが、「預かり」のみ規定が設けられ、「返還等」について規定

が設けられていない。 

 

調査の事前通知 

税務署長等は、その職員が実地の調査を行う場合、あらかじめ調査日時・場所・目的・

税目・期間・対象物件（帳簿書類）を納税者とその税務代理人（税理士など）に通知す

ることとされた（通法７４条の９第１項）。通知される調査の目的は、単なる正確な記

帳と申告が行われていることを確認するという程度でよいのか、それとも具体的に税額

が過少であり、それを確認する必要があるという強い理由が必要か、という調査の必要

性に関する議論（本書３１８~３１９頁）と関係がある。 
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上記の事前通知の対象となる納税者とは、所得税の納税義務がある（と認められる）

者や法人など、いわゆる本来の納税義務者（通法７４条の２第１項１号イ、２号イなど）

のみを指し、各種調書等の提出義務者（同１項１号ロ）や、取引先（同１項１号ハ、２号

ロ）は含まれていない（通法９４条の９第３項１号）。事前通知は、他人の税負担のた

めにわざわざ調査を受ける第三者の場合、すなわち反面調査（本書３１７ ~３１８頁）

の場合にこそ必要と考えられるが、これが法定されなかったことを考えると、立法担当

者の狙いは、事前通知を積極的に行うために規定を設けたというよりも、事前通知をし

なくてすむ場合（通法７４条の１０）を法定することにあったと考えられる。 

納税者の都合が合わない場合に、納税者からその合理的理由を付して調査日時や場所

の変更が求められたときには、税務署長等は納税者と協議するよう努めるものとされて

いる（通法７４条の９第２項）。また、「悪質な納税者の課税逃れを助長することのな

いよう」（２３年度税制改正大綱・第２章１（３））、申告や過去の調査内容などから違

法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準・税額の把握を困難にするような場合

には、事前通知を要しない（通法７４条の１０）。先に述べたように、事前通知を要し

ない場合を法定することこそ、立法担当者の狙いがあるように思われるが、今後は具体

的にどのような場合が事前通知を要しない場合に該当するか、といった問題が生じるで

あろう。 

事前通知の義務化は、平成２５年１月１日以降に行われる。 

 

 

調査終了時の手続 

実地の調査の結果、①課税処分の必要がない場合にはその旨の通知を書面で行うこと、

②課税処分の必要がある場合にはその調査結果を説明することが、税務署長等に義務づ

けられた（通法７４条の１１第１項及び２項）。②の場合に、税務官庁の職員は、修正

申告または期限後申告の勧奨をすることができるが、その際申告に対して不服申立ては

できないが更正の請求ができることを説明し、かつその旨の書面を交付しなければなら

ない（同３項）。なお、①②の納税者への通知、説明や交付は、その納税者の同意があ

れば、税務代理人への通知、説明や交付に代えることができる（同５項）。調査終了時

の手続は、「課税庁の納税者に対する説明責任を強化する」（平成２３年度税制改正大

綱・第２章１（３））ために設けられた。 

このような調査終了の通知は、アメリカのクロージング・アグリーメント（本書３０

２~３０３頁）とは異なり、これ以降の調査をしないという終局的効果を持たない。新

たに得られた情報に照らして非違がある（申告漏れなどがある）場合には、再度調査を

することができる（同６項）。以上の調査終了手続は、平成２５年１月１日以降に適用

される。 
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再調査が認められると紛争が蒸し返され、課税関係が不安定となり、また納税者の負

担になる可能性はあるが、税負担公平の確保と（再調査が認められない場合に行われるで

あろう）徹底的な調査による調査の長期化を防止するために、再調査制度が導入された

と考えられる（本書３５０頁）。ともあれ、調査終了時の手続の導入により、いつまで

調査が続くかわからず、いつ何時納税不足が判明するか分からないという、納税者にと

っての心理的な負担感が相当に除去されることになる。しかし、調査の手続が厳格化さ

れると、厳格化された手続の対象外である純粋な任意調査（本書３１６頁。税務官庁の

統計では「簡易な接触」と呼ばれている電話などでの問い合わせ）がより多用され、結局

手続の厳格化が骨抜きになるのでは、という懸念が存在する。 

 

理由附記 

租税手続への行政手続法の適用は広く排除されており（本書２９１~２９３頁）、課

税処分等における理由附記も、各税法に明定されている場合（例えば、青色申告に関す

る所法１５０条２項、１５５条２項）を除き、一般的に要求されることはなかったが、

税制構築法により、申請に対する許認可等拒否処分及び不利益処分について理由附記が

要求されることになった（通法７４条の１４、行手法８条、１４条）。したがって、これ

まで理由附記が要求されてこなかった（本書３０８頁）、白色申告者に対する増額更正

処分の場合にも、理由附記が要求されることになる。この理由附記の義務化は、平成２

５年１月１日以降に行われる。ただし、平成 ２５年において所得税法２３１条の２の

適用を受けない者（２０年から２４年までの間に適用を受けたことがある者を除く）が平

成２５年中に受ける不動産・事業・山林所得に関する課税処分については、理由附記が

要求されない（税制構築法附則４１条）。 

 

年金所得者の確定申告不要制度 

これまで公的年金等の受給者（年金所得者）は、給与所得にみられるような年末調整

制度がなかったこともあり、確定申告による税額の精算を行う必要があった（ただし、

実際にどの程度行われていたかは必ずしも明らかではない）。年金所得者の申告手続の簡

素化及び給与所得者との手続のバランスの観点から、税制整備法により、公的年金等の

収入金額が４００万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が２０万円以

下である場合の年金所得者の確定申告が不要とされた（所法１２１条３項）。この規定

は、平成２３年分以後の所得税から適用される。 

 

租税手続法関係の改正の担当：高橋祐介 

全体の校閲：渡辺徹也 


